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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年5月11日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催予定の当社第69回定時株主

総会に下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．定款変更の目的 

(1)コーポレートガバナンスを一層充実させるため、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、取締役へ

の権限委譲により迅速な意思決定を行えるよう、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨

の定めを新設するものです。 

(2)条項の新設による条数の繰り下げを行うものです。 

 

２．変更の内容 

変更内容は、次の新旧対照表のとおりです。 

(下線は変更箇所を示します。) 

現行定款 変更案 

第1条 

 ｜     (条文省略) 

第28条 

 

(重要な業務執行の決定の委任) 

第29条    (新 設) 

 

 

 

 

第29条 

 ｜     (条文省略) 

第39条 

 

第1条 

 ｜     (現行どおり) 

第28条 

 

(重要な業務執行の決定の委任) 

第 29条 当会社は、会社法第 399 条の 13第 6項の規定によ

り、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第 5

項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部

を取締役に委任することができる。 

 

第30条 

 ｜     (現行どおり) 

第40条 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成30年6月28日(予定) 

定款変更の効力発生日          平成30年6月28日(予定) 

以 上 


